
【背景と目的】

　本学の立地する福岡において、中国大陸からの社

会的・経済的影響が大であることは言うまでもない。

これにふさわしく本学人文学部歴史学科は、中国史

を専門とする三人もの専任教員を擁し、中国史の全

域をほぼ網羅できる環境にあるけれども、これは全

国的に見れば一部の旧帝大を除いて希有なものであ

る。

　こうした環境を活かし本チームでは、中国前近代

史の通史的理解に改めてとりくむ。中華人民共和国

での改革開放政策と経済発展の進展を見る中で、日

本をふくめた各国では地域史・海域史といった、国

家の領域とは異なる空間に基づく新たなテーマが多々

取り組まれてきた。しかし、一般市民や学生の基本

的な理解においては、依然として国家領域を枠組み

としつつ時代を通して俯瞰する簡明な通史的理解こ

そが求められていることには変わりない。紙屋正和

＝秦漢時代史（紀元前３世紀～紀元後３世紀）、山

根直生＝唐宋時代史（７世紀～１３世紀）、則松彰文

＝明清時代史（１４世紀～２０世紀）という、三者それ

ぞれの専門領域に取り組みつつ密接な対話を進める

ことで、研究を進めていきたい。

　期間内の達成目標とするのは、王朝史観とは異な

る形での新たな通史像への展望の獲得である。本

テーマの成果を還元する対象としては、何よりも福

岡の一般市民や本学学生を想定している。従来彼ら

の多くにおいてこうした理解として持たれているの

は、王朝交代や農民戦争を基本とした伝統的な史観

のみであろう。これとは異なる通史像の展望を、三

者の研究の総合として得ることを目指す。

【研究成果】

　一見古典的な本テーマは、しかし、伝統的な王朝

史観とはまた異なるものを求める場合、革命史観や

発展段階論といった大理論を除けば、先例も決して

多くは無く、斬新な創意を必要とするものである。

詳細な実証ではなく、展望の提示のみであっても、

充分独創的なものと言えるだろう。

　こうした課題を満たすため、本チームでは研究交

流会の開催につとめ、以前から行っている「東洋史

学研究会」の活発化を図った。研究員のひとり紙屋

は２０１６年度以降体調不良となり、山根は２０１６年度中

に在外研究のため海外にあったことをふまえれば、

以下の開催状況は誇り得るものであり、近隣諸研究

者との十分な議論、本学学生への発信を果たすこと

が出来たと考える。

第５８回　２０１６.０３.１３

①森部豊（関西大学）「唐朝の羈縻政策と府兵

制に関する一考察―新出契丹人墓誌の分析を

通じて―」

②久芳崇（福岡大学）「兵部尚書石星の処遇に

関する一考察」

第５９回　２０１７.０７.０９

①飯田和佐（九州大学）「元末紹興の地方政権

と地域社会」

②中村未来（福岡大学）「統治手段としての「恥」

―清華簡『命訓』と『逸周書』三訓とを中心

に―」

第６０回　２０１７.１０.１５

①杉村伸二（福岡教育大学）「戦国後期「封建」

の諸相」

②川本芳昭（九州大学）「白村江の戦いと東ア
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ジア古代における世界秩序の変動」

第６１回　２０１７.１１.１８

①山根直生（福岡大学）「五代後周世宗朝をめ

ぐる『だれが』『いつ』『どこで』」

②瀬戸林政孝（福岡大学）「近代中国の商品取

引における品質問題と品質検査」

第６２回　２０１８.０１.２０

①廣瀬憲雄（愛知大学）「東部ユーラシアと東

アジア　―政治圏と文化圏の設定―」

②遠藤総史（大阪大学）「宋徽宗期における天

下理念の拡大とその背景」

第６３回　２０１８.０２.１３

①荒木雪葉（福岡大学）「『論語』先進篇「由之

鼓瑟」章に見る楽器演奏」

②山口智哉（台北大学）「日本統治時代台湾に

おける祝祭と社会統合」

【研究業績】

紙屋正和

＜著書＞

紙屋正和：漢代郡県制的展開、復旦大学出版会、

２０１６年

＜学術論文等＞

紙屋正和：漢時代における郡県制の変化、歴史は

もっともっとおもしろい（福岡大学人文学部歴史

学科編）、近刊

則松彰文

＜学術論文等＞

１）則松彰文：アヘン戦争の真相・深層、歴史はもっ

ともっとおもしろい（福岡大学人文学部歴史学

科編）、近刊

２）則松彰文：書評 岸本美緒著『風俗と時代観』

『地域社会論再考』、史 学 雑 誌、１２５（１０）：１７５１�

１７６１、２０１６年

山根直生

＜学術論文等＞

１）山根直生：宋代中国「文治主義」の実態、歴史

はもっともっとおもしろい（福岡大学人文学部

歴史学科編）、近刊

２）山根直生：五代洛陽の張全義―「沙陀系王朝」

論への応答として―、集刊東洋学、１１４：４８�６６、

２０１６年

３）山根直生：陝西省大 県九龍泉調査報告、九州・

シルクロード協会会報、２５：１０�１２、２０１５年

＜学会発表等＞

１）山根直生：試論宋代士人之前形態―以五代洛陽

張全義一党為例―、２０１５游於藝：十一至十四世

紀士人的文化活動與人際網絡 國際學術研討會、

２０１５年６月１２日、台湾（桃園市、長庚大学）

２）山根直生：五代後周朝の『爪牙』－“沙陀系王

朝”の側近とはだれか－、第１７回七隈史学大会

外国史部会小シンポジウム、２０１５年０９月２６日、

福岡大学

３）山根直生：五代後周朝再考、２０１５年度広島史学

研究会大会東洋史部会、２０１５年１０月２５日、広島

大学

４）山根直生：“沙陀政権”是 些人？―五代後周

朝之中國 史上的意義―、首届中日青年学者宋

西夏金元史研 会：“十�十三世 史的

新可能性”、２０１６年９月２５日、中華人民共和国

（上海、復旦大学）

５）山根直生：“沙陀系王朝”是 些人？―五代後

周朝之中國 史上的意義―、２０１６年１０月５日、

台湾（台北市、中央研究院歴史語言研究所）

６）山根直生：唐宋両朝的地理様態與辺界―従州

的階級分析談起、第二届宋遼西夏金元史的日中

青年学者的交流会、２０１７年９月３日、大阪市立

大学

７）山根直生：在外研究報告　現代台湾祠廟に見る

中華圏の信仰、第１９回七隈史学会外国史部会、

２０１７年１０月１日、福岡大学

― 　―３７



【研究成果】

１　背景

　EU 問題、 IS、極右政党の台頭などの問題を受け

て、受けて急激な変容が進んでいる現代社会におい

て、従来の法理論や法的規制の不十分さが夙に指摘

されている。一方で巨大な連合国家が成立し、これ

までの国家の概念では語りきることのできない状況

が生じているが、他方で対照的に「地方」がその独

自性を主張し始めている。イギリスやスペインでの

分離独立運動がその例として挙げることができる。

国家の境界線を以前ほど明確に線引きできず、国民

国家の「相対化」あるいは「溶解」が進み、国際社

会のあり方が大きく変容した現在では、これまで想

定されていた「国際的保障」は、その枠組みの再構

成が迫られている。これらの問題をうけて、従来の

公法理論は、大きな変化を強いられている。本研究

チームは、公法理論がどのように変容・発展してき

たのかを検討した。

　本研究では、各研究者が憲法・行政法・国際法・

政治学という隣接する学問分野を専攻していること

から、学際的研究を行い、より大局的な観点から公

法理論の発展を探究している点に特色がある。また、

ドイツ、フランスなどの大陸法およびアメリカ、カ

ナダなどの英米法との比較法的考察を通じて検討し

ている。これらの研究の成果は、以下の研究業績欄

が示すとおりである。現代社会において問題となっ

ているさまざまなテーマについて、問題状況を把握

したうえで、その背景・原因を分析している。

２　研究内容

　本研究では、様々な現代的な問題について検討し

ている。具体的には以下のとおりである。なお、研

究内容は多岐にわたるため、網羅的に述べるもので

はない。

　操作における GPS の活用など、近年の技術発展に

より、従来の公法学の枠組みでは語りえない問題が

起きている。後掲「研究業績」�、�は、具体的な

問題を想定しつつ、そうした状況に公法学がどのよ

うに対応すべきかについて検討を加えている。

　近年の憲法学における重要な課題の一つであるヘ

イト・スピーチ、ヘイト・クライムについての分析

も行った。ヘイト・スピーチは日本だけではなく、

世界的な問題となっている。この問題に対し、アメ

リカとヨーロッパとでは、対照的な対応をとってい

る。後掲「研究業績」�～�は、このような世界的

な問題について、日本はどのように対応すべきかに

ついて、様々な観点から検討している。

　「国家」の境界線が曖昧になりつつある現代にお

いて、「地方」がその独自性を主張し始め、分離独

立運動なども起きている。そのような中、先住民の

諸権利について再検討することは不可欠だろう。後

掲「研究業績」�～�は、先住民の権利についての

研究が盛んなカナダにおける判例の生成・発展を概

観する。また、そのような現状に鑑みて、様々な国

家が、改革に取り組んでいる。後掲「研究業績」�

～�は、ベルギーの改革について検討を試みている。

　インターネットの登場以降、SNS の隆盛などに代

表されるように、現代においては、表現の自由の枠

組みが大きく変化している。このような現状に対応

するために、表現の自由理論を問い直す必要がある。

「研究業績」�、�は、日本、アメリカの表現の自

由の法理の現状を検討する。

― 　―３８
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　海洋資源の持続的な発展のためには、日本だけで

なく、世界的な規制・管理の枠組みを考える必要が

ある。本研究チームでは、海洋漁業資源の持続的利

用のための国連海洋法条約、国連公海漁業協定、地

域的漁業管理機関における加盟国の協力義務の構造

に焦点を当て、公海自由の原則との関係および国内

における漁業規制に与える影響について研究を行っ

ている。

　公法学の変容が進む現代において、法律専門家の

役割はますます大きくなっている。そのような中、

法律専門家をどのように養成するのかは重要な問題

である。「研究業績」�はこの問題を、日独の比較

を通じて検討している。

３　所見

　主として以上のような研究がある。これらの研究

は、近年の社会の急速な変動により、再考の必要を

迫られている公法理論および制度に関する諸問題に

ついて、比較法的考察を通じて検討している。これ

らの研究は、具体的な問題に焦点を当てて検討しつ

つ、同時に公法理論がどのように発展してきたのか

を検討している。そして、日本の対応についても検

討し、最終的には国際的及び国内的にとるべき諸措

置についての示唆を与えるものである。今後は、さ

らに現代における公法理論の諸問題を検討し、それ

らを総合的に分析し、変化が激しい現代社会におけ

る公法理論の在り方について提言を行いたい。

【研究業績】

� 折登美紀「保安林指定解除と訴えの利益」宇賀

克也ほか編『行政判例百選Ⅱ（第７版）』（有斐

閣、２０１７年）３６６頁

� 折登美紀「町議会の懲罰動議提出による名誉毀

損控訴事件」判例地方自治４３０号（２０１７年）

� 折登美紀「公的部門の法律専門家の養成と大学

教育―日独比較からみえてくるもの―」高

橋明男編『日本型法治主義を超えて―行政の中

の法の担い手としての法曹・公務員―』（大阪

大学出版会、２０１８年）２５頁

� 實原隆志「『サイバーパトロール』の法的性質」

憲法理論研究会編『対話的憲法理論の展開』（敬

文堂、２０１６年）１３１頁

� 實原隆志「女性の内密領域の保護と裁判所によ

る法の継続形成の限界」自治研究９２巻６号（２０１６

年）１４２頁

� 實原隆志「憲法適合的解釈についての比較法的

検討　ドイツ」比較法研究７８号（２０１７年）６３頁

� 實原隆志「『刑事訴訟法１９７条１項但書きの趣旨』

の予備的考察」福岡大学法学論叢６２巻３号（２０１７

年）５５９頁

� 實原隆志「国法学と実務の近さを批判する純粋

法学的言説について」戸波江二先生古稀記念

『憲法学の創造的展開　上』（信山社、２０１７年）

� Takashi Jitsuhara, Guarantee of the Right to Freedom 

of Speech in Japan―A Comparison with Doctrines in 

Germany, in CONTEMPORARY ISSUES IN HUMAN RIGHTS

LAW 169（Yumiko Nakanishi ed. 2017）

� 武居一正「ベルギーの第６次国家改革と周辺コ

ミューン視聴任命拒否問題の解決」福岡大学法

学論叢６０巻４号（２０１６年）４９１頁

� 武居一正「ベルギーの第６次国家改革（２０１２�

１４）と連邦化のゆくえ」憲法理論研究会編『対

話的憲法理論の展開』（敬文堂、２０１６年）

� 武居一正「ベルギー憲法裁判所の新権限：“連

邦への忠誠”統制について」福岡大学法学論叢

６１巻４号（２０１７年）１０７１頁

� 武居一正「ベルギー仲裁院による人権保障―

そのテクニックを診る―」福岡大学法学論叢

６２巻４号（２０１８年）８８３頁

� 桧垣伸次「合衆国最高裁と表現の自由―アメ

リカの『特殊性』―」ジュリスコンサルタス２３

号（２０１５年）４３頁

� 桧垣伸次「専門家による言論の法理」福岡大学

法學論叢６０巻４号（２０１６年）６２９頁

� 桧垣伸次「ヘイト・クライム規制の憲法上の論

点」法学セミナー７３６号（２０１６年）３６頁

� 桧垣伸次「政府言論とヘイト・スピーチ」福岡

大学法学論叢６１巻４号（２０１７年）１２６１頁

� 桧垣伸次「日本におけるヘイト・スピーチ規制

の現状」ジュリスコンサルタス２５号（２０１７年）

� 桧垣伸次『ヘイト・スピーチ規制の憲法学的考

察―表現の自由のジレンマ』（法律文化社、２０１７

年）

� 守谷賢輔「人種差別撤廃条約における「人種差

― 　―３９



別」と人種差別的表現の不法行為の該当性―

大阪高判平成２６年７月８日判例時報２２３２号３４頁

　―」福岡大学法学論叢第６０巻１号１０３�１４４頁

（２０１５年）

� 守谷賢輔「カナダ先住民に関する判決�」福岡

大学法学論叢第６０巻４号８３５�８６３頁（２０１６年）

� 守谷賢輔「カナダ先住民に関する判決�」福岡
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研究成果

　本研究においては、様々な観点から統合報告時代

の会計に関する諸問題を検討した。その結果は次の

とおりである。

１．財務報告と統合報告

　近年、統合報告への関心がますます高まっている

が、その意義を明らかにし、将来の展望を開くため

には、会計学における報告概念、すなわち財務報告

との関係性を明らかにしなければならない。しかし、

統合報告をめぐる議論の多くは、統合報告すなわち

財務報告という暗黙の前提が置かれているように思

われる。そこで、本研究では、財務報告の意義を問

い直すとともに、統合報告との関係性および将来の

課題を明らかにするための検討を行った。

　検討の結果、現在提案されている統合報告と本来

の財務報告との間には、①報告の目的および②基礎

概念の２点において相違があることが明らかになっ

た。これらはいずれも統合報告を財務報告の発展版

と位置付けることを反証するものであり、今後、統

合報告を発展させるためにはまずこれらの相違点を

解消することが先決であり、それが難しい場合には

統合報告とは別に財務報告の更なる発展の道を探る

方が望ましいと結論付けた。

２．財務会計の機能と統合報告

　財務会計の機能に関しては、意思決定有用性に繋

がる報告機能のみを強調し、いたずらに開示内容を

拡大する傾向を再検討し、財務会計の原点ともいえ

る「資金調達のための会計」という機能を再評価す

べき、という結論に達した。この観点に鑑み、「統

合報告書」の有用性を、とくに最近顕著な企業の短

期業績情報に基づく短期投資や投機傾向に一定の歯

止めを掛け、自然な形で理想的な長期投資へと導く

ことが期待できる点に見いだした。すなわち、財務

のみに焦点を当てるのではなく、企業の全体像が把

握できるような報告により、投資者は真の企業価値

を評価する事が可能となり、そのことを通じて長期

的投資を実践するようになり、証券市場の安定にも

資すると考える。

３．コーポレートガバナンスと統合報告

　企業統治の具体的手法として、一般的には、社外

取締役制度や各種委員会制度の導入など多額の資金

と大がかりな組織変更を必要とするものと考えられ

がちであるが、財務情報に限定されない「ディスク

ロージャー内容の充実」こそが多くの時間や資金を

必要としない効果的なコーポレートガバナンスに資

する手法である、ということが数回にわたる当該領

域の専門家との面談などから再確認できた。かかる

認識に基づき、今後はさらに「統合報告書」の統合

対象たる非財務情報の範囲・内容に関する画定基準

の策定に向けた具体的検討を進める必要性がある。

４．統合報告と国際財務報告基準

　国際統合報告評議会（IIRC）が２０１３年１２月に公表

した「国際統合報告フレームワーク」の検討を行い、

そこで示されている６つの資本（財務資本、製造資

本、知的資本。人的資本、社会・関係資本、自然資

本）について理解を深めるよう取り組んだ。その後、

統合報告書と財務諸表、マネジメント・コメンタリー、

社会環境報告書、コーポレートガバナンス報告書、
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知的資本報告書の比較を行うことにより、統合報告

書の特徴を明らかにしようとした。その後の研究で、

国際統合報告フレームワークで統合報告の想定され

る利用者が財務資本の提供者であると明確に述べら

れているため、サスティナビリティ報告書が進化し

たものと考えるよりも年次報告書に対する広範なア

プローチから生じたものと考えられることが明らか

になった。

　また、主として、国際財務報告基準（IFRS）と我

が国の会計基準の相違点に着目し、「連結基礎概念」

の相違と「特別損益」の相違に関しても研究を行っ

た。統合報告制度が徐々に進展すると、我が国と国

際的な会計基準との考え方の相違が必ず障壁となる。

そこで、なぜそのような相違が生じるのかという根

本的な要因を探る上で、連結主体のディスクローズ

であることを踏まえて、連結基礎概念の相違を再検

討し、実務上の関心が高い項目である特別損益の扱

いの相違について深く考察することができた。特に、

特別損益に関しては、これまで歴史的に遡るような

調査研究は行われておらず、米国と我が国との歴史

的な比較を通じて根本的な相違点を明らかにしたこ

とは、大きな成果であったといえる。

　統合報告時代においても、「連結」が主体であり、

「特別損益」に該当する事象は頻繁に発生する。本

研究成果は、統合報告が浸透する時代においても有

意義な内容を示唆するものであると考える。

５．統合報告と内部報告

　セグメント情報は、外部報告情報でありながら内

部報告情報の性格ももっている。そのセグメント情

報の有用性に大きな影響を与えるのが報告セグメン

トの決定プロセスである。現行のわが国のセグメン

ト情報開示基準は、IFRS とのコンバージェンスの結

果、マネジメント・アプローチと呼ばれる報告セグ

メントの決定手法を採用している。マネジメント・

アプローチは、企業の経営者が内部管理目的で利用

している情報を投資者の投資意思決定情報として利

用しようとするものである。このアプローチが機能

すればより多くのセグメント情報が開示されるはず

である。しかし、実際にはそれが期待されたほど機

能していない。本研究では、その問題点を解決する

方策として、①マネジメント・アプローチにより識

別された事業セグメントの数および名称を開示する

こと、②集約基準の要素をどのように満たしている

のかを明確にすることを提案した。

６．統合報告と税務会計

　統合報告時代の影響を受け、税法もかなり、会計

や会社法との統合、影響を受けている。

　従来から、法人税法は、会計の影響を強く受けて

きた減価償却、貸倒引当金等の項目と、会社法との

統合が図られてきた役員給与等の項目、わが国の文

化等の影響を受けてきた交際費、寄付金等の項目、

世界経済の影響をうける国際課税の項目に分類でき

る。昨今、平成３０年度法人税法改正において、新会

計基準に基づいて計上される収益の額に対応して、

法人税法もそれを受けて、会計を容認する改正と容

認しないものの改正が行われた。

　また相続税法においては、課税範囲を決定する住

所等は民法の概念を借用している。最近は、非上場

株式の評価の改正が行われた。これは、企業の実態

に合わせた株の評価の改正である。所得税法は、法

人税法と同様、減価償却、引当金等は会計と統合が

図られる部分がある。一方、消費税法は、もともと

支出、収入の認識が会計と大きくことなるものであ

り、独自の路線であると推測される。

７．統合報告における管理会計情報の役割

　統合報告時代の会計の研究として、特に管理会計

分野の経営計画の利用法を中心的なテーマとして調

査研究を行った。ステークホルダーが多様になり予

測の難しい時代であっても経営計画の策定プロセス

を各ステークホルダーと共有することで社内外のコ

ミュニケーションを図っているという事例などが観

察された。このうち、中小企業において経営計画を

策定し共有するプロセスを観察したデータに基づき

論文を執筆した。この調査研究のために、具体的な

活動としては文献調査、企業管理者へのインタビュー

調査、学会発表、論文発表を行った。
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（研究成果）

幾何分野

　基点付位相空間の間の基点付連続写像全体に基点

付ホモトープという同値関係を入れて得られた同値

類の全体の集合における様々な代数的構造の性質を

詳しく調べた。

　木原・丸山・小田の論文［１］では、空間の m 回

約積の自己ホモトピー同値写像類の群と空間の自己

ホモトピー同値写像類の群と対称群の半直積との関

係を与える定理を証明した。約積の自己ホモトピー

同値写像類の群はホモトピー群を計算することが一

般的には非常に難しいためほとんど結果が知られて

なかったが、コホモロジー群の性質を用いて一般的

に成り立つ定理を得た。その中で、球面や複素射影

空間やアイレンベルグ・マクレーン空間に関する一

般的な結果も証明できた。

　山口・小田の論文［２］において、空間のホモト

ピー群の特別な性質について、コファイブレーショ

ン、胞体構造との関係に関する定理が得られた。空

間の自己ホモトピー同値写像と接着空間の自己ホモ

トピー同値写像の関係を調べ、空間と接着空間の自

己閉数の関係を与える定理を証明した。特に、複素

射影空間と４元数射影空間の自己閉数を決定した。

さらに、いくつかの有理空間については、サリヴァ

ンのモデルを用いて自己閉数の特徴付けを行った。

　一般化されたコゴトリーブ集合は群状空間から導

かれる演算により群になるかどうかは現在まで証明

されていないが、チョイ・キム・小田の論文［３］

では、一般化されたコゴトリーブ集合の一般的性質

を解明し、演算により閉じていることが本質的であ

ることを示し、エッセンシャル写像の概念を定式化

することに成功した。さらに、一般化されたコゴト

リーブ集合の代数的性質を研究する上で重要である

短完全列の存在を証明した。また、様々な群作用を

コゴトリーブ集合に定義することに成功した。これ

らの結果は、コサイクリック元を保存する写像の研

究に応用されることも示された。

　中岡・小田の論文 ‘Interiors and closures in a set with 

an operation’ （Communications of the Korean Math-

ematical Society 29 （2014）, 555--568）で位相空間の概

念が一般化された。この一般化された位相空間は全

ての点が近傍を持つとは限らないが、この概念を用

いて［４］において連続写像の一般化を定式化した。

さらに、［５］において位相空間の基本的な性質で

ある連結性とコンパクト性と連続写像の一般化との

関係を研究した。

代数分野

　デザイン理論の中で、クラス正則な対称横断デザ

インに対応する一般アダマール行列の構成と分類の

研究を、位数が小さな群について行った。また、位

数が素数べきでない射影平面の存在について研究を

行った。

　［６］の論文においては、非特異トーリック・ファ

ノ多様体であって、第二チャーン指標がアンプルで

あるような代数多様体を扱った。ピカール数が小さ

い場合、そのようなトーリック多様体は射影空間の

みであることが分かった。また、条件を緩めて、第

二チャーン指標がネフであるようなトーリック・ファ

ノ多様体の分類問題も扱い、ピカール数が小さい場

合、前述した射影空間、ある種の射影直線束及びそ

れらの直積のみであることを示した。また、これら

の結果については、ファノという仮定が無くてもあ

る程度成立することが判明した。

　双有理幾何学において extremal contraction は重要

な概念であるが、［７］及びそれに続く［８］では
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トーリック多様体の extremal contraction をそれに対

する length と呼ばれる不変量で特徴付けることを研

究した。Extremal contraction が双有理写像の場合、

length が長いとその構造はほぼ決定出来ることが分

かり、応用として、トーリック多様体の藤田予想等

への結果を得た。本研究の特徴として、Q 分解的と

いう条件を課していないことが挙げられる。一般に

非 Q 分解的な代数多様体の扱いは大変困難である

が、組合せ論的な議論を行い、困難さを回避してい

る。Extremal contraction がファイバー型、即ち Fano

contraction の場合、やはり length が長いと射影空間

束になることを示した。各結果について、length に

課す不等式の評価が最良であることを示すような

toric extremal contraction の例も与えている。

（研究業績）
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【研究成果】

　物が見えない、または見え難い視覚障害者は日本

だけでも３０万人以上いるといわれている。視覚障害

を持つ場合、情報取得の手段は主に聴覚と触覚が用

いられる。聴覚を用いる手段として録音図書や電子

機器の読み上げ機能の普及等、音声による情報伝達

が広まりつつある。しかしながら、音声はプライバ

シーなどの課題がある。一方、触覚を用いる手法と

して、点字があげられる。通常用いられる点字は、

２×３の６点のピンで表され、点字を物などに印字

するためには専用の装置が必要になる。そのような

中、PC やスマートフォンの情報をリアルタイムに

点字で提示可能な点字ディスプレイの開発が期待さ

れている。

　本研究では、視覚障害者の日常的な情報取得を支

援するため、ユーザーがいつでも・どこでも持ち運

び、身に付けて利用可能な点字ディスプレイの開発

を行なった。図１に開発したシステムの概要を示す。

本システムでは、点字に対応していない紙ベースの

情報に対して、ユーザーの指先検出及び指先文字の

認識を行い、指先に取り付けた点字ディスプレイで

触覚提示する。触覚提示には電気触覚の原理を用い

ることで、指先取付部の小型・薄型化を実現した

（図２）。
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Fig. 2. The prototype electrical stimulation braille display.　（a）
The braille display attachable to a fingertip.　（b） The 
control circuits.　（c） Electrodes.　（d） The top view of the 
fingertip device.　（e） The bottom view of the fingertip 
device. 

Fig. 1.　The goal image of an electrical stimulation braille display 
in this study.



　実験では、試作した電気触覚点字ディスプレイで

点字パターンが認識可能か検証するため、２０代～３０

代の男性７名を被験者とし、被験者の指先に電気触

覚点字ディスプレイを装着して点字パターンの認識

実験を行った。その結果、９種類の点字パターンに

対して被験者の平均認識成功率は７５％であった。ま

た、図３のように実際の使用環境を想定した実験も

行い、本システムを用いてリアルタイムに紙の文字

を電気触覚点字ディスプレイで提示可能であること

を確認した。
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Fig. 3. The condition of the experiment.



研究成果

１．はじめに

　我々はこれまでに、無機半導体と有機半導体から

成るハイブリッド・分子エレクトロニクス素子の

実現に向けた基礎研究として、シリコン表面上に

様々な有機半導体分子を吸着させ、その化学吸着

構造と初期の薄膜成長過程を調べてきた。特に近年

は、図１に示した平面構造の典型的な有機半導体

分子である 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride 

（C24H8O6: PTCDA）分子に着目して、研究を行って

いる。

　この PTCDA 分子は、４隅に濃いグレーで示され

た酸素原子があるために、ペンタセンの様な多環芳

香族炭化水素の環化付加反応とは異なる化学吸着反

応が起こることが期待されている。我々は前回まで

に Si（001）-2×1 清浄表面上に PTCDA 分子を少量吸

着させて、その化学吸着構造を走査トンネル顕微鏡

（STM）観察と第一原理計算による STM 像の計算機

シミュレーションで調べる研究を行った［１］。

　その結果、Si（001）表面に化学吸着した PTCDA

分子は A2、A3、A5、B と名付けた４つの異なる化

学吸着構造を主に取ることが分かった。また、全て

の化学吸着構造で４つの酸素原子が Si と結合してい

たが、A 2 構造では１つ、その他の構造では４つの

炭素原子だけが下地の Si 原子と結合しており、この

化学吸着では環化付加反応による Si-C 共有結合の形

成よりも、Si-O 共有結合の形成の方が化学吸着構造

に大きな影響を及ぼすことが分かった。

　そこで本研究では、Si（001）清浄表面とほぼ同じ

表面再構成構造を持つが、分子との相互作用が Si 表

面よりも弱いことが知られている Ge（001）清浄表面

上で同様な実験を行った［３］。

３．実験結果

　図２に Ge（001）表面上に PTCDA 分子を少量吸着

させた後の STM 像を示す。この STM 像には１原子

層の段差に相当するステップが三本見えており、そ

のステップの間にある平坦なテラス上に分子が吸着

している。また、吸着した分子の一つが図中に白丸

で示されている。分子はテラス上でランダムに吸着

しており、２次元島や３次元島の形成は見られな

かった。また、この STM 像から、PTCDA 分子は

Ge（001）表面上では正方形状の１種類の化学吸着構

造しか取らないことが分かった。これは複数の化学

吸着構造が見られた Si（001）表面上での結果とは異

なっている。その理由は、Ge（001）表面上では分子

と基板の相互作用が Si（001）表面上と比べて弱いの

で、ほとんど全ての分子が表面を多少拡散して最安

定な化学吸着構造を取ることができるためだと考え

られる。しかし、分子が集合して２次元島を形成す

る程には拡散距離は長くないと考えられる。

　図３に（左） filled-states と（右） empty-states の

条件で撮影した PTCDA 分子の（上段）高分解能 STM

像と（下段）その計算機シミュレーションを示す。
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上段の高分解能 STM 像には、下地の Ge 原子が２個

結合したダイマー構造が１列に並んでいるダイマー

列が右上から左下にかけて伸びているのが見えてお

り、分子はその隣接するダイマー列の間に吸着して

いることが分かった。また、それぞれのダイマー列

で４個ずつ、合計４個×２列＝８個のダイマーが分

子吸着によって影響を受けていることも分かった。

さらに、PTCDA 分子の STM 像は、ダイマー列に平

行方向と垂直方向の２つの鏡面対象性を有している

ことも分かった。

　実験結果と計算機シミュレーションの比較では、

filled-states の方はあまり一致が良くなかった。例え

ば、左上の STM 像では、分子の両側に特徴的な明

るい棒状の領域が見えるが、左下の計算機シミュレー

ションではそれが見られなかった。しかし、empty-

states の方は、分子が吸着している位置に、微細な

コントラストを内部に持つ楕円形状の明るい領域が

実験結果でも計算機シミュレーションでも見られて

良い一致が得られた。

　図４は、第一原理計算による計算機シミュレーショ

ンで決定した分子の吸着構造モデルである。図３下

段の計算機シミュレーションは、この吸着構造モデ

ルに基づいて計算されている。分子は、４隅にある

酸素原子を介して下地の Ge 原子と極性のある Ge-

O 共有結合を形成して表面に吸着している。また、

それに伴い酸素と結合した Ge 原子がプラスの電荷

を帯びて sp3 混成軌道が sp2-like な混成軌道に変化し

て、強制的に非対称 Ge ダイマーのダウンの位置になっ

ている。また、この図４に示された化学吸着構造は、

Si（001）表面上で観察された B 構造に相当する化

学吸着構造であった。

４．まとめ

　典型的な有機半導体である PTCDA 分子を Ge（001）

清浄表面に吸着させ、その化学吸着構造を STM 法

と第一原理計算による STM 像の計算機シミュレーショ

ンにより調べた。その結果、PTCDA 分子は Ge（001）

表面上では１種類の化学吸着構造しか取らないこと

が分かった。これは複数の化学吸着構造が見られた

Si（001）表面上での結果とは異なるが、その理由は

Ge（001）表面上ではほとんど全ての分子が最安定な

― 　―４９

図３　Ge（001）表面上に吸着した PTCDA 分子の（上段）高分解
能 STM 像と（下段）第一原理計算による STM 像の計算
機シミュレーション。サンプルバイアスは filled-states が
－1.2 V で、empty-states が ＋1.2 V である。

図４　Ge（001）表面上の PTCDA 分子の化学吸着構造モデル。

図２　Ge（001）表面上に PTCDA 分子を少量吸着させた後の STM
像。サイズは 50×50nm2 で、サンプルバイアスは＋1.6V 
である。



化学吸着構造を取ることができるためだと考えられ

る。さらに、Ge 表面上の PTCDA 分子の化学吸着構

造モデルを決定した。この構造モデルは、前回 Si（001）

表面上に吸着した PTCDA 分子で観察された B 構造

に相当する化学吸着構造であった。
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研究成果

背景・目的

　タキサン系抗がん剤パクリタキセルは、本邦にお

いて、乳癌、卵巣癌、胃癌、非小細胞肺癌および食

道がんなどの治療に幅広く使用されている。パクリ

タキセルを長期間使用することで、手足・足先のし

びれ、刺すような痛み、感覚が鈍いなどの末梢神経

障害を示す。このようなパクリタキセルによる末梢

神経障害は、重篤な場合、投与量や投与回数を制限

し治療を妨げる。そのため、パクリタキセルによる

末梢神経障害を予防および治療することは、化学療

法において重要である。

　Charcot-Marie-Tooth 病（CMT）は、遺伝子異常に

よる末梢神経障害の総称である。CMT の症状は、末

梢神経の障害によって引き起こされる四肢遠位部優

位の筋力低下、感覚異常や疼痛であることが報告さ

れている（G.T. Carter et al., Arch. Phys. Med. Rehabil. 

79（1998）1560-1564）。また、CMT の発症には、現

在４０以上の遺伝子が関わることが報告されている

（U. Suter et al., Nat.Rev. Neurosci. 4（2003）714-726）。

　Mitofusin 2（MFN2）遺伝子は CMT の原因とされ

る遺伝子の１つであり、その突然変異はパクリタキ

セルの神経毒性を悪化させることが報告された（R.

Ohara et al., Clin. Pharmacol. Ther., 9 （2016））。しか

し、パクリタキセルが MFN2 遺伝子に与える影響は

明らかとなっていない。そこで、本研究は、ラット

を用いてパクリタキセルの末梢神経障害モデルを作

製し、Mfn2 遺伝子の発現量を測定した。

実験方法

　実験動物は、雄性８�９週齢の Sprague-Dawley 系

ラット（体重 270-300g；九動株式会社，佐賀）を用

いた。飼育は、室温２１±２℃、湿度６０±２％および

１２時間の明暗サイクル（明期７：００�１９：００）の部屋

で行った。水および餌（CE-2；日本クレア株式会社　

東京）は自由摂食とした。また、パクリタキセル注

「NK」（日本化薬株式会社 東京）を使用した。パク

リタキセル（3, 6mg/kg）はラットの腹腔内へ投与し

た。

von Frey 試験

　プラスチック製の von Frey フィラメント（North

Coast Medical Inc., Gilroy, CA）をラットの足の裏に

６秒間押し当て、逃避行動（足を上げる、足をなめ

る）が起きる機械刺激に対する閾値（反応閾値）を

測定した。機械刺激の強さは、フィラメントの太さ

や硬さから換算された質量（g）を指標とした。逃避

行動が起きる最小のグラム値を記録した。

Real-time polymerase chain reaction（RT-PCR）

　パクリタキセルを投与したラットの投与後２４日目、

脊髄を摘出した。摘出した脊髄より total RNA を抽

出・精製した後、ReverTra ACE qPCR RT Master Mix

（東洋紡株式会社　大阪）を用いて cDNA を合成し

た。合成した cDNA に THUNDERBIRD SYBR qPCR 

Mix（東洋紡株式会社　大阪）ならびに LightCycler

96 Instrument（Roche Ltd., Basel, Switzerland）を用い

て、RT-PCR を行い、ΔΔ Ct 法を用いて解析した。
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結果

　von Frey test の結果、パクリタキセル 3mg/kg は、

反応閾値に影響しなかった。一方でパクリタキセル

6mg/kg は、１７日目から反応閾値を有意に低下させ

た（Fig 1）。パクリタキセルは、投与２４日目において

Mfn2 遺伝子の発現量を有意に低下させた（Fig 2）。

考察

　パクリタキセルは、累積投与量の増加と伴に手足

の痛みやしびれを引き起こす。パクリタキセル 6mg/kg

は、累積投与量が増加した１７日目から機械的アロ

ディニアを引き起こした。また、パクリタキセルは

投与２４日目において、ラットの CMT 原因遺伝子 Mfn2 

の発現量が有意に低下させた。これらのことから、

パクリタキセルによる誘発される機械的アロディニ

アは、CMT 原因遺伝子 Mfn2 の発現量が低下するこ

とで引き起こされることが考えられた。今後、パク

リタキセルにより引き起こされる末梢神経障害に対

し、Mfn2 遺伝子を標的とした治療や Mfn2 遺伝子の

異常を事前に検査することで予防を行うことが期待

された。
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Figure 1.　Effects of paclitaxel on mechanical allodynia in the von 
Frey.

Figure 2. Effects of paclitaxel on Mfn2 gene expression.


